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(57)【要約】
【課題】排ガスチャネル内での適用に適しかつそのアク
ティブな測定領域において煤の堆積が生じない燃焼が可
能である、プラスチック性の特に射出成形可能なケーシ
ングを備えた流量センサを提供すること。
【解決手段】プラスチックからなる射出成形ケーシング
にセラミック支持体が埋め込まれており、該埋め込みの
もとではセラミック支持体の前記埋め込みとは反対側の
端部に少なくとも１つの薄膜抵抗が固定されており、前
記薄膜抵抗からは電気的な接続線路がセラミック支持体
の埋め込み端部まで引き出されており、さらに前記電気
的な接続線路は射出成形部材を貫通して引き出され、前
記射出成形部材の内部で封止されて固定されており、こ
の封止と固定に対してはさらなる構成部材が適用可能で
あるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　排気管、特に排ガス再循環路に適用するための測定装置、特に流速測定装置において、
　プラスチックからなる射出成形ケーシングにセラミック支持体が埋め込まれており、該
埋め込みのもとではセラミック支持体の前記埋め込みとは反対側の端部に少なくとも１つ
の薄膜抵抗が固定されており、
　前記薄膜抵抗からは電気的な接続線路がセラミック支持体の埋め込み端部まで引き出さ
れており、さらに前記電気的な接続線路は射出成形部材を貫通して引き出され、前記射出
成形部材の内部で封止されて固定されており、この封止と固定に対してはさらなる構成部
材が適用可能であることを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　前記薄膜抵抗はガラス材と共にセラミック支持体に固定され封止されている、請求項１
記載の測定装置。
【請求項３】
　支持体及び射出成形ケーシングはパッキングによって相互に封止されている、請求項１
記載の測定装置。
【請求項４】
　支持体の埋め込み領域における電気的な接続線路はパッキング材を用いて覆われている
、請求項１記載の測定装置。
【請求項５】
　射出成形ケーシングはフランジを有している、請求項１記載の測定装置。
【請求項６】
　電気的な接続線路は、測定抵抗とは反対側の支持体縁部においてパッキング材によって
支持体とケーシングに対して封止されている、請求項１から４いずれか１項記載の測定装
置。
【請求項７】
　ワイヤ（３）は支持体のスリット内に配置されている、請求項１から６いずれか１項記
載の測定装置。
【請求項８】
　薄膜抵抗は測定抵抗を有しており、該測定抵抗はワイヤ（３）に接続されており、該ワ
イヤは支持体の領域内でガラス被腹部によって覆われている、請求項１から７いずれか１
項記載の測定装置。
【請求項９】
　前記支持体はプレートである、請求項１から８いずれか１項記載の測定装置。
【請求項１０】
　請求項１から９いずれか１項記載の測定装置を製造するための方法において、
　支持体（２）上でワイヤ（３）をガラス材を用いて埋め込み、
　その後で前記ガラス材を加熱し、この加熱の後でワイヤを冷却し、それによって前記ワ
イヤがガラス被腹部内で軸方向に移動し得るようになるまでガラス被腹部から開放させる
ようにしたことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項１から９いずれか１項記載の測定装置を使用するための方法において、
　金属性ケーシングを有する測定装置を、当該排気管と金属性ケーシングが排気管内で接
触することのないように排気管内にシフトさせ、前記金属性ケーシングをプラスチックケ
ーシングに差し込み、そのフランジを直接か若しくはパッキングを用いて排気管に固定し
封止するようにしたことを特徴とする使用方法。
【請求項１２】
　排気管、特に排ガス再循環路に測定装置、特に流速測定装置を固定する装置であって、
　前記測定装置は薄膜抵抗を有しており、該薄膜抵抗はセラミック支持体に固定されてお
り、この場合前記セラミック支持体は薄膜抵抗の機能性測定抵抗とは反対側でプラスチッ
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クケーシング（８）によって保持されており、該プラスチックケーシングはパッキング材
により支持体に対して封止されており、そこには金属性の遮蔽部が固定されており、前記
遮蔽部は支持体と薄膜抵抗を機能性測定抵抗の領域まで遮蔽している形式のものにおいて
、
　金属性遮蔽部（６）が排気管、特にその支持部から、測定装置に対して空隙を伴って離
間されており、それによって、前記遮蔽部（６）と排気管（７）の間で、排気管に配置さ
れた排気管側支持部（７１）の上方半部において金属同士の接触が存在せず、プラスチッ
クケーシングが直接か若しくはパッキング（９）でもって前記排気管の支持部（７１）の
フランジ（７２）若しくは端部に当接するようにしたことを特徴とする固定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内燃機関の排ガス再循環システムのための排ガス流中の測定手法、特に流速
測定手法に関している。
【背景技術】
【０００２】
　ＥＰ　９５　９１１　２５７明細書には熱線式流速計が開示されている。またＥＰ　０
　９９０　６７４Ａ明細書には排ガス再循環システムが開示されている。さらにＥＰ　０
３　０２３　４８４明細書、ＥＰ　０６　８０６　４９７明細書及びＷＯ２００８／００
０４９４明細書には流速測定装置が開示されており、また未公開のＰＣＴ／ＥＰ　２００
８／００３２３６明細書には排ガス再循環回路内の流速測定装置の固定手法が開示されて
いる。
【０００３】
　簡素な構造で特に射出成形ケーシングと共に製作される所要温度も比較的低い測定装置
は、おおむね１４０℃までの温度にしか適していない。この場合はセンサ素子の堆積物や
煤を生じさせないような燃焼は不可能である。なぜなら薄膜式の測定素子に堆積物や特に
煤を生じさせないように燃焼するためには場合によっては６５０℃まで積極的に加熱しな
ければならないからである。さらにセンサは測定モードにおいては排気ガスの温度よりも
高い温度で作動される。その際には流量センサのプラスチックケーシングの過熱が許され
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＥＰ　９５　９１１　２５７明細書
【特許文献２】ＥＰ　０　９９０　６７４Ａ明細書
【特許文献３】ＥＰ　０３　０２３　４８４明細書
【特許文献４】ＥＰ　０６　８０６　４９７明細書
【特許文献５】ＷＯ２００８／０００４９４明細書
【特許文献６】ＰＣＴ／ＥＰ　２００８／００３２３６明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで本発明の課題は、排ガスチャネル内での適用に適しかつそのアクティブな測定領
域において煤の堆積が生じない燃焼が可能である、プラスチック性の特に射出成形可能な
ケーシングを備えた流量センサを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題は本発明により、プラスチックからなる射出成形ケーシングにセラミック支持
体が埋め込まれており、該埋め込みのもとではセラミック支持体の前記埋め込みとは反対
側の端部に少なくとも１つの薄膜抵抗が固定されており、前記薄膜抵抗からは電気的な接
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続線路がセラミック支持体の埋め込み端部まで引き出されており、さらに前記電気的な接
続線路は射出成形部材を貫通して引き出され、前記射出成形部材の内部で封止されて固定
されており、この封止と固定に対してはさらなる構成部材が適用可能であるように構成さ
れて解決される。
【０００７】
　本発明の別の有利な実施例は従属請求項に記載される。
【０００８】
　前記課題の解決のために本発明によれば薄膜抵抗がセラミック性の介在支持体、特にプ
レートに保持されており、このプレートを介してケーシングまでの温度低減が可能となる
。
【０００９】
　さらにプラスチックケーシングは排ガス温度に関して過熱から保護される。その際には
支持体が排ガス領域において金属性キャップによって遮蔽され、この金属性の遮蔽部は測
定装置の固定の際に空隙を伴って排気管から離間される。プラスチックケーシング、特に
射出成形からなるプラスチックケーシングは、排気管に関連して排気管の支持部若しくは
シャフトの内部若しくは端部において、排気管の外部に位置するまで後退される。この手
段により、射出成形ケーシングを有する測定装置を用いて３００℃までの高温の排気ガス
流まで測定することが可能となり、アクティブな測定領域での堆積を解消する燃焼が可能
となる。
【００１０】
　本発明によれば、堆積物を解消する燃焼のために薄膜測定素子を場合によっては６５０
℃まで積極的に高加熱し得る。その際プラスチックケーシングが損なわれることはない。
有利には薄膜抵抗の薄膜測定素子が切欠部を備えたセラミック支持体上に配置される。こ
の場合有利には薄膜抵抗のワイヤがセラミック支持体のスリット内におかれ、特にそこに
おいてガラスで埋め込まれる。
【００１１】
　端子導体路との特に簡単なコンタクト形成、特に溶接面を有するカプセル状部（Krimph
uelsen）を用いたコンタクト形成は、薄膜抵抗のワイヤを薄膜抵抗のアクティブな測定領
域とは反対側のセラミック支持体端部から引き出すことによって可能となる。このセラミ
ック支持体は有利には特に僅かな熱伝導率しか有さない。例えばステアタイトからなる支
持体はごく僅かな熱しかプラスチックケーシングに伝達しない。本発明によれば有利には
遮蔽部としての金属性キャップによって高温の排気ガスとの集中的な接触が回避され、ケ
ーシング材料として２３０℃までの耐性のある射出成形可能なプラスチック、例えばＰＰ
Ｓが使用可能となる。それにより本発明によれば、射出成形技法による全ての利点が甘受
できる。そのため有利にはプラスチックケーシングは排気管の通流断面外に存在する。
【００１２】
　本発明によれば、セラミック支持体は熱耐性のあるエラストマー（例えばSilikonkauts
chuk, Vitonなど）を用いた固定と封止が可能である。この封止は有利には非圧縮性のも
の、例えば６バールまでの圧力でシールされるものであってもよい。
【００１３】
　薄膜抵抗は基板上で、特にセラミックプレートに固定されアクティブな測定抵抗を形成
する複数の導体路を有する。これらの導体路は有利には構造化された薄膜、特にプリント
基板からなる。有利には本発明によれば、前記薄膜抵抗は接続ワイヤを有し、それらのワ
イヤは、コンタクト領域に固定される接続ワイヤを固定するガラスから引っ張り緩和され
る。
【００１４】
　本発明による測定装置、特に流速測定装置は、排気管、特に排ガス再循環路に適用する
ために、プラスチックからなる射出成形ケーシングにセラミック支持体が埋め込まれてお
り、該埋め込みのもとではセラミック支持体の前記埋め込みとは反対側の端部に少なくと
も１つの薄膜抵抗が固定され、前記薄膜抵抗からは複数のワイヤがセラミック支持体の埋
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め込み端部まで引き出される。これらのワイヤは電気的な接続線路に接続されており、該
接続線路は射出成形部材を貫通して引き出され、前記射出成形部材の内部で封止されて固
定されている。
【００１５】
　有利には、
　封止と固定のためにさらなる構成部材又は材料が利用可能であり、
　前記薄膜抵抗はガラス材と共にセラミック支持体に固定され封止されており、
　支持体及び射出成形ケーシングはパッキングによって相互に封止されており、
　支持体の埋め込み領域における電気的な接続線路はパッキング材を用いて覆われており
、
　射出成形ケーシングはフランジを有しており、
　薄膜抵抗のワイヤと電気的な接続線路とのコンタクト領域は、測定抵抗とは反対側の支
持体端部においてパッキング材によって支持体とケーシングに対して封止されており、
　ワイヤは支持体のスリット内に配置されており、
　薄膜抵抗はワイヤに接続された測定抵抗を有しており、該ワイヤは支持体領域内でガラ
ス被腹部によって覆われている。
【００１６】
　測定装置の製造に対しては、
　複数のワイヤが支持体、特にプレート上にガラス材を用いて埋め込まれ、その後で前記
ガラス材が加熱され、この加熱の後でワイヤが冷却され、この冷却によって前記ワイヤが
ガラス被腹部内で軸方向に移動し得るようになるまでガラス被腹部から開放される。
【００１７】
　この測定装置の金属性のケーシングは排気管に接触することなく排気管内へシフトされ
る。この金属性ケーシングはプラスチックケーシングに差し込まれ、該プラスチックケー
シングは直接か若しくはパッキングを用いて排気管のフランジに固定され封止される。
【００１８】
　測定装置、特に流速測定装置を排気管、特に排ガス再循環路に固定する固定装置は本発
明によって次のように構成される。すなわち、
　金属性遮蔽部が排気管、特にその支持部から、測定装置に対して空隙を伴って離間され
、それによって、前記遮蔽部と排気管の間で、排気管に配置された排気管側支持部の上方
半部において金属同士の接触が存在せず、プラスチックケーシングが直接か若しくはパッ
キングでもって前記排気管の支持部のフランジ若しくは端部に当接するように構成される
。
【００１９】
　前記測定装置は薄膜抵抗を有しており、該薄膜抵抗はセラミック支持体に固定されてお
り、この場合前記セラミック支持体は薄膜抵抗の機能性測定抵抗とは反対側でプラスチッ
クケーシングによって保持されており、該プラスチックケーシングはパッキング材により
支持体に対して封止されており、そこには金属性の遮蔽部が固定されており、前記遮蔽部
は支持体と薄膜抵抗を機能性測定抵抗の領域まで遮蔽されている。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】排気管内に固定された流速計の断面図
【図２】流速計の側面図と平面図
【図３】セラミック支持体上の２つのシート抵抗の配置構成を示した平面図と側面図
【図４】プラグコンタクトとして構成された接続部を有する薄膜抵抗のワイヤ端部のコン
タクト形成を表した図
【図５】電気的接続線路を介した端子導体路への薄膜抵抗のワイヤ端部のコンタクト形成
を表した図
【実施例】
【００２１】
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　次に本発明を図面に基づき以下の明細書で詳細に説明する。
【００２２】
　図１に示されている装置内では薄膜測定素子１ａ，１ｂが排気管７内に設けられている
。この薄膜測定素子１ａ、１ｂはそれぞれ、セラミック支持体２の切欠部に固定されそれ
らのワイヤ３がプレートとして構成されたセラミック支持体２の溝に配置されている、シ
ート抵抗の一部である。ワイヤ３は前記溝領域においてガラス材４と共に次のように溶融
される。すなわち当該ワイヤ３がガラス溶融部の冷却後に残されたガラス被覆部４内部で
軸方向に移動可能であるようにふさがれて溶融される。シート抵抗のワイヤ３は薄膜測定
素子１ａ、１ｂと電気的に接続され、さらに滴状固定部７４によって引っ張り緊張が緩和
されている。支持体２の冷却端部においてはワイヤ３がケーシング８に対してシリコン封
止部１３によって封止されている。セラミック支持体２はシリコンパッキング１２によっ
てプラスチックケーシング８に対してシールされており、これは排気管からプラスチック
ケーシング８内への媒体の浸入、例えば排気ガスや煤の浸入を防ぎ、それによって並列抵
抗の形成を実現するためのものである。プラスチックケーシング８はＰＰＳからの射出成
形部材である。金属性の遮蔽部６はこの射出成形部材を排気ガスによる過熱から保護して
いる。その際金属性遮蔽部６と排気管７の固定フランジとの間には、当該排気管７と遮蔽
部６の接触を防ぐための空隙が残されている。射出成形部材８は排気管７のフランジ７２
に固定され、Ｏリング９によってシールされている。射出成形部材８の内部に配置されて
いる電気的接続線路１０は前記ワイヤ３を端子導体路１１に接続させている。この端子導
体路１１は、プラスチックケーシング８の領域において封止部１４によって封止されてお
り、これによって排気管の外部からの媒体の浸入、例えば食塩水の浸入が回避され、導電
性媒体による並列抵抗の形成が排除される。この封止部１４は封止材料の注入によって行
われてもよいし、射出成型機における射出成形で形成されてもよい。
【００２３】
　図１においては薄膜抵抗１ａ，１ｂからそれらの測定素子が遮蔽部６のスリット７３ａ
，７３ｂを通って突出している。この遮蔽部と薄膜抵抗は接触していない。それによりこ
れらの薄膜抵抗は機械的に負荷されることも、熱的に結合されることもない。測定素子と
遮蔽部６の間の空隙はできるだけ僅かに維持される。それにより、当該開口部においては
、排気管内を通流する排気ガスができるだけ少ない渦流しか発生せず、そのため支持体２
と遮蔽部６の間の空気遮断は可及的に僅かしか損なわれない。
【００２４】
　図２の側面図は図１から遮蔽部６を取り除いた様子を表しており、ここでは図示のよう
に支持体２上に固定された薄膜抵抗がそのワイヤ３と支持体２と共に射出成形部材８に配
置され、封止部１３を用いてシールされている。図２の平面図から識別されることは、支
持体２が射出成形部材８へ埋め込まれていることと、パッキング１２の存在である。この
パッキング１２を用いることによって支持体２がケーシング８に対して封止される。この
パッキング１２はシール材料の注入によって形成されてもよい。このようにして支持体は
特に安定してケーシングに固定される。さらにこのパッキングは支持体とケーシングの間
の媒体の浸入を阻止している。
【００２５】
　図３による薄膜抵抗１ａ，１ｂは基板と、該基板上に配置された薄膜導体路からなって
おり、前記薄膜導体路はワイヤ３と電気的に接続されている。これらのワイヤ３は滴状固
定部７４によって引っ張り緊張から解放されている。その際薄膜抵抗１ａ、１ｂはその引
っ張り緊張の緩和と共に支持体２の切欠部に配置され、当該薄膜抵抗のワイヤ３は支持体
２の溝ないしはスリットにおかれる。ワイヤ３の周辺にはガラス被覆部４が形成され、こ
の被覆内ではワイヤが軸方向で可動である。それに対しては前記切欠部もスリットもガラ
スペーストで充填される。このガラスペーストの溶融の際には、薄膜測定素子１ａ、１ｂ
の引っ張り緊張緩和領域がセラミック支持体２と固定的に接続され、ガラス材が当該支持
体２のスリット内でワイヤ３を覆い、ワイヤ３はそれによって被覆を維持され、排気管内
の媒体に対して封止される。ガラス材の冷却の際には、ワイヤ３がふさがれ、それによっ
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てワイヤ３が当該のガラス被覆部４において軸方向に可動となる。これによりガラス被覆
部４とワイヤ３の様々な膨張係数に基づく緊張が回避されるようになる。
【００２６】
　図４によれば、端子領域が、接続プラグとしての係止突起１６を備えたプラスチック縁
部と、プラグコンタクト１７を伴って形成されている。プラスチックによる中実なコンタ
クトピンの射出成形は、端子部の引っ張り緊張緩和と封止に役立っている。これによって
可能となる差込接続のもとでは相互に差し込まれるべき部材が有利にはパッキングと共に
相互に封止される。図４によれば、接続ワイヤ３が相互に湾曲されることなく接続ワイヤ
３までの間隔と端子導体路１１までの間隔を広げるために、電気的な接続線路１０をリー
ドフレームとして構成していてもよい。
【００２７】
　図５によれば、ケーブル出力領域１８が端子導体路１１を介して継続される。これによ
り付加的なプラグ接続部が節約される。
【符号の説明】
【００２８】
　１ａ　　薄膜測定素子
　１ｂ　　薄膜測定素子
　２　　　セラミック支持体
　３　　　ワイヤ
　４　　　ガラス材、ガラス被腹部
　６　　　金属性遮蔽部
　７　　　排気管
　８　　　プラスチックケーシング
　９　　　Ｏリング
　１０　　電気的接続線路
　１１　　端子導体路
　１２　　シリコンパッキング
　１３　　シリコン封止部
　１４　　封止部
　１７　　プラグコンタクト
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